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資料１ 稚内市廃棄物減量等推進審議会 

 

一般廃棄物処理基本計画は、稚内市から諮問を受けた「稚内市廃棄物減量等推進審議会」

において審議を行い、その答申を踏まえて作成しました。 

 

１．審議会名簿 

委嘱期間：令和元年 11月 15 日～令和 3年 11月 14日 

氏名 所属 区分 

◎会長 

遠藤 孝夫 
稚内北星学園大学 学識経験者 

○副会長 

高橋 淳一 
稚内市一般廃棄物処理事業者協議会 関係団体 

瀧澤 克昌 北海道宗谷総合振興局 学識経験者 

木全 豊 稚内市社会福祉協議会 関係団体 

安藤 重治 稚内市町内会連絡協議会 関係団体 

鈴木 雄一 稚内商工会議所 関係団体 

澤村 慎太郎 稚内青年会議所 関係団体 

中尾 忠 稚内市校長会 関係団体 

堀江 きみ子 稚内消費者協会 関係団体 

高田 みか 市民 一般公募 

細田 正壽 市民 一般公募 

（敬称略） 
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２．諮問 
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３．答申 
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資料２ ごみ排出量・処理量の推計 

 

１．行政区域内人口 

行政区域内人口は、稚内市人口ビジョンにおける推計値とします。 

 

２．一人一日あたりごみ排出量 

第 5 次稚内市総合計画より、令和 10 年度の一人一日あたりごみ排出量を 940g/人･日とし

ます。 

目標年次の一人一日あたりごみ排出量は、総合計画の目標値や道内他都市の現状を勘案し、

900g/人･日とします。 

令和 2 年度から 9 年度及び令和 11 年度から 15 年度の一人一日あたりごみ排出量は、直線

補間により算出します。 
 

※直線補間とは、数値が明らかな 2か年を直線で結び、その間の数値を算出すること 

 

３．集団回収量 

過去 5 年間（平成 26 年度～30 年度）の総ごみ排出量に占める集団回収量の割合の平均よ

り、集団回収量は総ごみ排出量の 1.81％とします。 

 

４．家庭系ごみ排出量 

（１） 家庭系ごみ排出量 

過去 5年間（平成 26 年度～30年度）の総ごみ排出量に占める家庭系ごみ排出量の割合の

平均より、家庭系ごみ排出量は総ごみ排出量の 58.92％とします。 

（２） 生ごみ排出量 

過去 5年間（平成 26 年度～30年度）の総ごみ排出量に占める家庭系生ごみ排出量の割合

の平均は 6.95％です。この割合を令和 10年度まで年 0.79％ずつ増加させるものとします。 

（３） 資源物排出量 

過去 5年間（平成 26 年度～30年度）の総ごみ排出量に占める家庭系資源物量の割合の平

均は 18.46％です。この割合を令和 10年度まで年 0.79％ずつ増加させるものとします。 

（４） 大型ごみ排出量 

過去 5年間（平成 26 年度～30年度）の総ごみ排出量に占める家庭系大型ごみ排出量の割

合の平均より、大型ごみ排出量は総ごみ排出量の 0.14％とします。 

（５） 一般ごみ排出量 

上記(1)～(4)より一般ごみ排出量を算出します。（(1)-(2)-(3)-(4)） 

 

５．事業系ごみ排出量 

（１） 事業系ごみ排出量 

過去 5年間（平成 26 年度～30年度）の総ごみ排出量に占める事業系ごみ排出量の割合の

平均より、事業系ごみ排出量は総ごみ排出量の 39.27％とします。  
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（２） 一般ごみ排出量 

過去 5年間（平成 26 年度～30年度）の総ごみ排出量に占める事業系一般ごみ排出量の割

合の平均より、事業系一般ごみ排出量は総ごみ排出量の 30.71％とします。 

（３） 生ごみ排出量 

過去 5年間（平成 26 年度～30年度）の総ごみ排出量に占める事業系生ごみ排出量の割合

の平均より、事業系生ごみ物排出量は総ごみ排出量の 3.06％とします。 

（４） その他排出量 

過去 5年間（平成 26 年度～30年度）の総ごみ排出量に占める事業系その他排出量の割合

の平均より、事業系その他排出量は総ごみ排出量の 5.50％とします。 

 

６．生ごみ資源化量 

リサイクル率の算出において計上する生ごみ資源化量は、稚内市バイオエネルギーセンタ

ーでの処理に伴い生じるメタン化量及び堆肥化量です。 

過去 5年間（平成 26年度～30年度）の生ごみ排出量（家庭系ごみ及び事業系ごみをあわせ

た量）に対するメタン化量及び堆肥化量の割合は、それぞれ 10.0％、5.4％です。生ごみ排出

量にこの割合を乗じて生ごみ資源化量を算出します。 

 

７．中間処理残渣量 

稚内市バイオエネルギーセンターでの処理に伴い生じる残渣は最終処分場で埋立処分され

ます。 

過去 5年間（平成 26年度～30年度）生ごみ排出量（家庭系ごみ及び事業系ごみをあわせた

量）に対する残渣量の割合は 39.3％です。生ごみ排出量にこの割合を乗じて中間処理残渣量

を算出します。 

 

８．ごみ排出量・処理量の推計 

以上より、ごみ排出量・処理量の推計値は下表のようになります。 
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資料３ 処理形態別人口の推計 

 

１．行政区域内人口 

行政区域内人口は、稚内市人口ビジョンにおける推計値とします。 

 

２．下水道人口 

過去 5年間（平成 26年度～30年度）の下水道処理人口普及率は、ほぼ一定で推移していま

す。このため、下水道処理人口普及率は、平成 30 年度の実績と同じ 91.8％とします。 

過去 5年間（平成 26年度～30年度）の水洗化率は、年間平均約 0.2％増加しており、平成

30 年度は 93.4％です。今後も年間 0.2％ずつ増加させるものとします。 

 

３．浄化槽人口 

過去 5年間（平成 26年度～30年度）の行政区域内人口に占める浄化槽人口の割合は、年間

平均約 0.1％増加しており、平成 30 年度の同割合は 4.1％です。今後も年間 0.1％ずつ増加

させるものとします。 

 

４．単独処理浄化槽人口 

過去 5 年間（平成 26 年度～30 年度）の行政区域内人口に占める単独処理浄化槽人口の割

合は、年間平均 0.04％減少しており、平成 30年度の同割合は 7.8％です。今後は年間 0.15％

ずつ減少させるものとします。 

 

５．非水洗化人口 

行政区域内人口から下水道人口・浄化槽人口・単独処理浄化槽人口を差し引いて非水洗化

人口を算出します。 

 

表 2 行政区域内人口に占める浄化槽人口・単独処理浄化槽人口の割合 

 

 

 

 

  

区分 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

浄化槽人口/行政区域内人口 3.67% 3.72% 3.83% 3.97% 4.09%

単独浄化槽人口/行政区域内人口 7.98% 8.08% 7.99% 8.09% 7.81%
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資料４ し尿・浄化槽汚泥排出量の推計 

 

１．し尿 

し尿の排出量は、非水洗化人口に一人一日あたりし尿排出量を乗じて算出します。 

一人一日あたりし尿排出量は、「し尿処理施設構造指針解説」（(社)全国都市清掃会議）に

よると 1.40L/人･日です。しかし近年は、簡易水洗に伴い一人一日あたりし尿排出量が増加し

ており、平成 30年度は 2.70L/人･日となっています。そこで、一人一日あたりし尿排出量は

2.70L/人･日とし、これに非水洗化人口に乗じてし尿の排出量とします。 

 

２．浄化槽汚泥 

浄化槽汚泥は、観光地等に設置されている大型で観光客等の非定住者が使用する浄化槽か

らの汚泥が含まれます。そこで、平成 30 年度の排出量実績に、浄化槽人口及び単独処理浄化

槽人口の増減数に伴う浄化槽汚泥の排出増減量を加えて、浄化槽汚泥の排出量を算出します。 

一人一日あたり浄化槽汚泥排出量は、「汚泥再生処理センター等施設整備の計画・設計要領」

（(社)全国都市清掃会議）によると次のようになっています。この値を浄化槽人口及び単独

処理浄化槽人口の増減数に乗じて、浄化槽汚泥の排出量増減を算出します。 

 

○単独処理浄化槽汚泥（分離接触ばっ気式） ： 0.85(L/人･日) 

○合併処理浄化槽汚泥（小型合併処理浄化槽） ： 1.80(L/人･日) 

 

浄化槽汚泥増減量(kL/年) ＝ 浄化槽人口の増減数(人)×1.8(L/人･日)×365(日)×10-3＋

単独処理浄化槽人口の増減数(人)×0.85(L/人･日)×365日×10-3 

浄化槽汚泥排出量(kL/年) ＝ 前年度の浄化槽汚泥量(kL/年)＋浄化槽汚泥増減量(kL/年) 

 

表 4 し尿・浄化槽汚泥排出量の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：kL/年）

令和2年度 3 4 5 6 7 8 9

中間目標

し尿 690 633 578 527 475 427 379 332

浄化槽汚泥 3,017 2,989 2,964 2,938 2,913 2,886 2,859 2,832

合計 3,707 3,622 3,542 3,465 3,388 3,313 3,238 3,164

10 11 12 13 14 15 16

中間目標 目標年次

し尿 287 244 203 164 125 89 54

浄化槽汚泥 2,805 2,777 2,750 2,722 2,694 2,666 2,637

合計 3,092 3,021 2,953 2,886 2,819 2,755 2,691

区分

区分


